
そ う だ ん  し ん せ い        か た

く相談・申請をされる方のために〉

この「しおり」には、生活保護制度について、知っておいていただき

たいことや手続について書いてありますので必ず読んでください。

せ い か つ  ほ  ご   し ん せ い   こ く み ん   け ん り

生活保護の申請は国民の権利です。

生活保護を必要とする可能性はどなたにでもあ

るものですので。ためらわずにご相談ください。

1生活保護とは
2生活保護の開始までの流れ

'

3生活保護の種類と仕組み
4生活保護を受ける方の権利
5生活保護を受ける方の義務
6保墨豊の差将鐘盤と豊楯誓頂日笥負1
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沖縄県中部福祉事務所 生活保護班
〒904-2155 沖穐特異拝詢子当6警 28喜
TEL 098-938-9709
FA×  098-938-9789



0生活保護とは0
工揺像畿は、工揺に西っている菌僕の撻巌で貿花話な巣は顔凌
の工揺を点暉し、冒業に向けて凸笠した工揺が送れるょぅ支稚する
ことを首誘として、首がH珠画銭基独 5案や埜播係蓄送に基づい
て拝ぅ制凌です。            ,

≪坐播像畿を長けるために≫
生活保護は、資産、能力、その他あらゆるものを活用することを

要件として、必要な保護が行われます。

①賀澁の将涌
利用できる資産 (生活必需品以外の不動産、預貯金、自動車、

生命保険、貴金属、船舶等)は全て生活費に充ててください。

※ なお、住居用の不動産は原則として保有が認められます。

また、個別の事情により、自動車、オートバイ、生命保険、

学資保険の保有が認められる場合がありますので、ご相談く

ださい。
E■

②7万の藩馬
世帯の中で働ける人は、能力に応じて働いて収入を得てくださ

ぃ。ただし、病気ゃ峰瞥
｀
、その栖の逸糧で筒けない人は、その諫

題解決 (療養専念や就労支援)を優先とします。



③他方他施策の揺厠
■播係蓄送メ〉卜の基拝、希∫産などで糸!稀できるもあや支援が

長けられるものは仝て層馬してください。(坪益、ギ彗、条礫諮持

益、傷橋平当益、労樹署羮讐結橙益など)

④扶養義務告からの援助、離 頂会について

χ婦、親子龍塔候の年の憂、苺も香む)、 可弟灯珠など美深I
の扶養義務のある芳から展助を豊けることができる場合は、■播

保護に優先して、受けてください。この意味するところは、例えば、

奨際に扶番義務者からの基銭誦疾きが粁われたときに、これを

歳保護者の項天として取り破うこと馨を意珠するものであり、́扶養

義赫者による扶巻の苛杏等が、保差の要杏の輸茫に影響を疲ぼ

すものではありません。

また、「扶≦義務の浩符が動特できないと単t断さ
れる扶き義務著(★ )」には扶番娘会を見合わせる
こともできるため、輸 にご肩殻ださい。

,1

(★ )「扶養義務の法拝が競容モきないと単t断さえる扶発義務笥の勧
o長斯ズ焼慧署、いわゆる専業主婦、税ね70議域工の音齢署等
o薯しぃ諧棟ポ長の場合等持勇iな挙I惜がある場合

i.ヵ

・醤該扶養義務者に惜金を量ねている
・醤該扶養義務幾 霜続をめぐり対怪してぃる
・縁が玩られている
・醤該扶養義務者と1眸経産誓宿未通でぁる等
養篇が断絶していると単t断される場合
ODV(頻た机巣坊)や虐待等の経終がある著 な

轟
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0生活保護の開始までの流れ0

さまざまな理由で、生活が成り立たなくなってしまうことがあります。 ′
そんなときには、指社事務所にご稲談くださぃ。■播快墨の支藉が

'さ
まるまでには、以下の手続になります。

お注まいの記場の指札事務崩支は爾紺筏場坐悟倶差超雪訣に
ご相談ください。

■幡像墨を壷けたい折は、辛譜誓を提i餌してくださぃ。

■悟ゃど進の釈萌などを調査し、■播保護が哲蕎できるかどうか
審査します。

■好倶叢が摂茫したら、保護豊の受絡が

'さ

まります。また、ケー
スワーカーによる支援が開始されますので、定期的な家庭訪間や

豚妻讐鎗の提i韻に行じてくださぃ。
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生活や資産の状況、ご親族との交十鋸頼萌などを確認させていただきます。プライベートな部

分もあるため、お話は可能な範囲で構いません。来所だけではなく、電話での相談もできま

す。

本人の意思で申請することが必要です。ただし、何らかの事情で本人が申請できないとき

は、親農などが代理で申請することもできます。
華誇に秤い、訪香に豚雲な讐鎗や督進頼萌が推諸できる督将などを兼めることがあります。

1

T楡芽矯蜂潔幣轡鵞ぼ瑠鷺ε饉私桶巽写
I艤し、頂ズが婁磁墜経 にたりない場合、ユ培凛誰が豊けられます。
【繰 諭 】
幣譜した白から鷲貞1として1店政鴨(特売iな掌倍で話香に博肖を聾する場答には妻察で30
日以内)に生活保護が受給できるかどうかの結果が通知されます。

一

3



0上括俵畿の椎鎗とと組み0

1保護の種類
埜播倶叢には、沃の9つの扶助があり、盾け島や華請により豚姜に係じて扶助を皇

けることができます。                う

※ 上語黒術の授絡にl渉笙との察梓ゃ笙由療がぁとIⅢ 授絡できない場合があιI書すので、
福祉事務而のケースη―す〕―へ必ず挙託に稲黎してくだとぃ。

※ ピ唐珠蹄績ぴ外器果術についてlき、硬察等にかιI費用の」輔弦Iき塾鰍が凸奮貫迫とな
る酷 があιI書す。

4

生活を営むための食費や

死歎 醤準の豊桶

差秩勧 ⑤外叢扶勧
介護サービスのための費用

家賃、地代のための費用

(家屋粘修螢口転藩の渫の

敷金を含みます。)

華撲勧 ⑥迅産撲朗
お産のための費用

ヽ

盟
!Ⅲ

普撲勧

義務教育のための費用

⑦工業撲朗
仕事を始めるときや資格を

とるための費用日高校等

就学費

選療秩勧

病気搭揺のための豊桶
(搭頂材氣H急蘊豊Htti遭

整後を替みまず。)

④ ③葬慕決勧
お葬式のための費用

(葬儀を審う指の華誇が
必要です。)

〔
内
Ｈ

いちじてき じゆよう    ひようひふくひかユ   しんせいしいくひなど か
i貫件軍豊日核枢貴Hズ挙一時的な需要のための費用(被服費(紙おむつ日新生児被服費等)口家じ

撃篇全H歯占1言:]:|li膳普H永Ⅲi宮こ;ョ:ifi言 |こ営こ等)

扶助



2保護費のしくみ

保護は原則として世帯を単位として行われます。世帯の状況に応じて、国が決め

た最低生活費 (世帯員数、年齢、地域によって異なる。)と世帯全体の収入を比

べて、足りない分を生活保護費として支給します。

なお、裏櫨ユ
｀
差醤には豚要に態じて答橙加資が合けられます。(「障害者加贅」、

「児童養育加算」、「介護保険料加算」、「母子加算」など)

例 1 低生活費

収  入 保 費

収入が最低生活費を下回る場合、

その不足分の保護費が受けられます。

例 2 生

収入が最低生活費を上回る場合、

保護は受けられません。

0生活保護を受ける方の権利●

生活保護を受ける方には、次のような権利が保障されます。        つ

(1)案祥を烏たせば、埜ての折が竿写に■幡倶差を壷けられます。

(2)正 当な理由なく、保護費が減額されたり、生活保護を受けられなくなることはあ

りません。

(3)受け取る保護費や保護の物品に対して、税金がかけられたり、差押さえられた

りすることはありません。

※ 申請に対する結果通知の内容に不月Rがあるときは、その決定を知った日の

翌日から起算して、3か月以内に県知事に対して、審査請求 (不服申立て)す

ることができます。
5

収

最低1生活費 収入認定額 保語書

☆収入と|ま☆

のページ2- 1 に しく してい ちら くだ い咀
'
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せ い か つ  は   ご       う           か た       ぎ   む

0生活保護を受ける方の義務0

埜揺Iの義森                  ″

(1)働ける人は能力に応じて働いて収入を得なければなりません。

(2)病気の人は、迭飾の指朱を等り、鵜薪 養に努めてください。

(3)士 Mの舗網を図り、■播の維持・尚どに努めてくたさい。=

(パチンコ、スロットマシン、敏港などでの箱貴はいけません。)

(4)桂屯の家賃、溶査費や教粉餐などはそれぞれの首話のために受絡している

ものですから、滞納がないようにしてください。

2各撞巌煙の義務
坐播像誰を壷ける折は埜ての項ズについて指社事務読に盾け島なければな
りません。また、生活状況に変化があつたときにも、必ず届け出をしてください。

次のような場合は、ケースワーカーに届け出てください。

仰)収入があつたとき
◎賛墾・諮郷、ボーナス、進種基など
※ 音接■や受験浪人のアルバイ劇又入も申告しなければなりません。

世帯主 除讚岩)が醤桂をもつて辛書してください。
◎携糖ギ堅益、庭軒標険登、労爽標険登、■鈴ド険登など
◎年整、ま諮、見登ギ堅、見登扶養ギ堅、攣 基など
◎仕送り、見舞金、慰討対などの錆時項天、その花あらゆる項ズ
※像墨錦 Tの宿基も埜て項ズになります。
※ 収入のうち福祉事務所から事前の承認があれば、収入として認定しない

11

取扱いができる場合があります。        七十

(2)世帯や生活に変わつたことがあつたとき        
・

、転出、曹産、死亡などぜ≒貫薮が炎ゎったとき
、失業、戦議、進学したとき            

｀
  ヵ

、地代が変わつたとき (転居するときは事前に相談してください。)

・退院したとき

3指導指示に従う義森
指祉事務併では、義務を実たしていないと舘められる場合や、坐播の維持・両
ど、その槌倶金の首誘錘哉のため、豚要なときには、指導指示又は検診鈴器を
審います。この指導等に従わない場合、倶墨の愛更、信止受は路上が審ゎれ
ることがあります。

6
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①

②

③

④

ほ  ご  ひ   ひ よ う へ ん か ん  ひ よ う ち ょ う し ゆ う  ば っ そ く

0保護費の費用返還と費用徴収 E罰則●

1費用返還
資力があるにもかかわらず保護を受けたときや次のような場合などには、

競に受絡された保墨豊(★)の鉢由鴨で、指北事議所の茫める嶺を遺盤しな
ければなりません。

地、建物、車などを売却したとき

金や手当などをさかのぼつて受給したとき

命保険を解約したり、保険金を受け取つたとき

故などによる損害賠償金を受け取つたとき

※ なお、自立助長の観点から返還を一部免除できる場合もありますので、

事前にご相談ください。

2費用徴収・罰真t
不正な手段 (収入がありながら申告しなかつたり、少なく申告したときや嘘

の申請など)により保護を受けたり、または他人に受けさせた者は不正受給

として、それまで支給された保護費 (★)の範囲内で不正受給した額の全額、
い ち ぶ   ちょうしゅう        あ くしつ   ば あ い    ちょうしゆうきん か さ ん

ご嵐靴 蕊ぞ盾尊酢留駅盈緊就繁乏
ります。

(★ )「 (既に日それまで)支給された保護費」とは

実際に支給された保護費だけではなく、現物

給付された医療扶助や介護扶助等も含みます。

医療扶助については、医療費の10割 (勤め先

の健康保険に加入している方は3割 )が対象とな

ります。
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くるま し ょゆ う う ん て ん

車を帝有したとI運転すること勝でと書せた「

工港凛詮を皇けている拷は、軍を競括したり、ほかのXの軍を借りて越転
することは認められません。

    ぃる方の最権埜播を保障する制度でなぜなら埜播像畿は、埜播に西つて
すから、工播凛畿のお釜では、           1

など、とても生活に負担がかかります。

また、保護を受けていない住民からの誤解を招くことになりま

す。

もし、車を所有したり、借りて運転していることがわかつた場合

は、指導の対象となり、保護を停止したり廃止したりすることがあ

ります。スーパーの買い物などでの使用もできません。

ただし、次の場合などは所有、使用が認められることもあります

のでケースワーカーに相談してください。   ば

1軍は高価なので賞う余裕がない
2樺面の燃料貴が貿とできない
3革検・ゴ叢番ゃ任意楳醍れ天に費軒がかかる
4車の修理費は、とつぴな支出となり負担になる
5事故を逸こした場合、工残贄が凸ご貫也になる

汗愚H

0

¬ 暫督業像勤聾業口告と廷など)に横うす雰合        “
2軍以外に通動する好援が埜くないか、文は通勤することが祗めて
菌難で、その競括が社嬰前に適誓と謙あられる場合
3障害者が通饒などで、れ備し0るボ要の憂だ穣簡が埜くないか、
又は杏要の憂だ農楢をれ備することができず、軍メ外に通撓など
が祗めて由難な場答

※125cc以下のオートバイは一定の要件のもと保有が認められます。

8



そ うだ ん  し え ん   おこな   き か ん

0相談・支援を行う機関●

指社鍋 でlょ、農場など餡粽種調と笙緒になってみなさんがゴゐたちの労考坐篭
できるように手助|ナします。,心配ごとやわからないことがありましたら、お気軽にご籍譲

くださしヽ。

(1)阿村役場

屯箕催巌鵬 、歯僕攣警、外遥離 、ど賞税、その亀稲談
せい

・生 署災ホームス斬、当休峰娑響指社の稲譲馨 →

ほ

→ 代表電話番号
指社魅皇諜

1

098-968-5¬ ¬¬

098-968-2¬¬¬
は 1サ ん ら、くし か

保健福祉課

098-982-9200
ら、くし か

福祉課

098-956-¬ 1¬ 1
心、く し か

福祉課
ふ くしか

福祉課
ふ くし か

福祉課

098-966-1207

098-968-3253

098-968-3559

098-982-9209

098-956-111¬

1    098-935-2233

098-895-¬738

おんなそんあざおんな

思納村字思納6302

畳瞥琶為竿勉牲1898
きんちょうあざき ん
金武田字金武1842
よみたんそんあざざ き み
読谷本寸字座喜8未2975
で

2

3

4

5

きんちょう

金武田]

錯答稚

嘉手納色]

ヨ鰤

ヨt零騎籍
心、くし か

福祉課

(2)社会指 轟婆…・篤奎響ゃ嵩畿1響冬の発畿筈整 ―ビ の

き蘊界←社婆指社稔轟婆

7

3

7

5

098-966-1¬ 93

ぎ の ざ そ んしゃかいら、くしきようぎかい

宜野座村社会福祉協議会 098-968-89了 9

警蚤缶:糧婆指社協議会 098-968-3310

鵠答籍社会倦社称轟婆 098-958-2939

嘉手綸面社婆港社協議婆 098-956-1¬ 了了

身ヒ答爾社婆指社誘轟婆 098-936-2940

身騎 籍社婆指社稔議婆 1   098-935-4520
なかぐすくそスんゃかい心、くしきょうぎかい

中颯村社会福祉協議会 098-895-4081

3

1

2

髪テラス鋪縫  1050-3383-5533

コ

舗縫紫新輸t坐篭笠婆
ナヽ°一ソナlケサホ
°
トセツターヨ凸魯命

あざみずがま

字水釜447-¬

鰤 琴 26-6

at準騎籍寧榊前摯51

沖縄市胡屋2-2-52 筆塾の藷歯雷・稲歌など

3 そ

4

098-933-2267

0980-52-2522 名護市東江+9-¬ 9
ねんきん  しょとどけで そうだん
年金の諸届出・相談など

那覇市楚辺牛5-17 2・ 3F 惜義・親 稲歌など

艶 鶴 鍵 、綴 皇
の相談など

思納村

畳鮪 為

098-966-¬200 誂 躁 諜
けんこうら、くしか

健康4冨祉課

6 098-936-¬ 234 098-936-¬ 234

8
なかぐすくそん

中ナ成村

098-935-2233

098-895-2¬ 3¬

隠 村 名 代表電話番号 福祉担当課 電話番号

8
なかぐすくそんあざあさと

中城村字安里187-η

4

6

名 称 住 所電話番号

名 称 住 所電話番号 相1談内容

098-923-088¬

9

沖縄市美原十¬13


